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     第２０２５-１１-０  

令和７年１月２４日 

 

自治会長 各位 

 

北栄町議会議長 野 田 秀 樹 

                              (公印省略) 

 

 

令和７年「北栄町議会出前座談会」の自治会開催について（依頼） 

 

 日頃、本町議会活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本町議会では、町民の皆様の意見をお聞きし、町政に反映させるため、また議会運営の

改善を図るために、議会報告と意見交換を行う出前座談会を開催しています。 

 これまで開催されていない自治会におかれましては、ぜひ自治会の皆様にお声かけをしていた

だき、この会をご利用くださいますようお願いいたします。 

なお、議会定例会などと日程を調整する必要があるため、出前座談会の開催を希望される場合

は、開催希望のおおむね 1か月前までに、北栄町議会事務局へお申し込みいただきますようお願

いします。 

 

記 

１ 開催時期 

  ５月から８月までの間で、希望に応じます。 

  ＊令和７年１０月に一般選挙が予定されているため８月まで。 

 

２ 開催場所 

  各自治会公民館 

 

３ その他 

  裏面のとおり 

 

 

  

【連絡先】 

北栄町議会事務局（担当 手嶋） 

電 話 ３７－２４４５ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ３７－５８５８ 

電子ﾒｰﾙ gikai@e-hokuei.net 

 

【議会事務局】資料№1 
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令和７年「北栄町議会出前座談会」実施計画 

  

 

１ 内容 

  北栄町議会は、希望される自治会公民館に訪問させていただき、今後の町政や議会活動に活

かすために、住民の皆様から、ご意見や提言をお聞きしたいと思います。 

 

２ 開催時期と回数  

５月から８月までの間で随時 

  ※具体的な日時は、申し込みの受付後に調整させていただきます。 

 

３ 開催場所 

 各自治会の公民館 

 

４ 訪問体制 

 北栄町議会議員５人＋事務局１人 計６人 

   

５ 座談会日程（所要時間:１時間３０分程度） 

（１）開 会 

（２）議会代表あいさつ 

（３）議員紹介 

（４）議会報告と意見交換（質疑応答含む） 

（５）議会代表あいさつ 

（６）閉  会 

※出前座談会の司会進行並びに会場設営等は、すべて北栄町議会で行います。 

 

６ 開催自治会へお願いしたいこと 

（１）自治会内への出前座談会参加の呼びかけ 

（２）出前座談会当日の公民館の解錠・施錠 

（３）出前座談会当日の自治会公民館使用料の免除 
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令和７年「北栄町議会出前座談会」開催申し込み用紙 

  次のとおり議会出前座談会の開催を希望します。 

 

自 治 会 名 （           ）自治会 

開催希望の 

自治会公民館名 
（             ） 

開催希望日・時期 

開始時刻 

（   月   日   頃 ） 

（   ：   ～１時間３０分程度） 

意見交換の議題 

※希望のテーマがあれば、お書きください。 

（例：高齢化と福祉施策、自主防災組織の強化について、など） 

申し込み代表者 （              ） 

連絡先（電話番号） （    －   －     ） 
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【総務課】資料 No.1-1 １ 自主防災組織（自治会）へのお願い 

 

○災害発生後は、ただちに自治会住民の救出・安否確認を 

     ※深刻な災害では、早急な「公助」は期待できない。 

○災害時避難所、自主避難所に自治会集会所の活用を 

     ・一部経費の助成制度があります。 

○自治会住民を対象に定期的に避難訓練の実施を 

     ・一部経費の助成制度があります。 

（自治会長が交代された自治会） 

○自主防災組織に関すること、防災関連事務の引継ぎを 
 

・自主防災組織を設立しませんか。･･･総務課がお手伝いします。 

・自治会に防災士を配置しませんか。･･･研修受講費を補助します（研修は秋ごろ） 

  次の自治会には「防災士」がいます。訓練等の際は、防災士に協力を依頼してください。 

   江北、国坂、国坂浜、田井、土下、弓原浜、下神、みどり１区、向山団地、国坂東、さつき

ケ丘団地、みどり２区、西園、六尾、瀬戸、大島、亀谷、東亀谷、下種、西高尾、由良宿１

区、由良宿２区、緑ケ丘団地、妻波、大谷、比山（令和 6 年 12 月末現在） 

・支え愛（防災）マップを作成しませんか。･･･福祉課（総務課）がお手伝いします。 

 

２ 交通災害共済加入の取りまとめについて 

 

（１）自治会にお願いすること 

  ・自治会内にチラシの配布、「放送」等で広報をしていただくこと 

  ・加入申込みのとりまとめをしていただくこと 

 

（２）とりまとめ期限等 

  ・提出期限 令和７年３月７日（金曜日） 

  ・提 出 先 大栄農村環境改善センター（庶務受付）又は北条支所 

 

（３）その他 

  ・加入申込ハガキは 2 月中旬、各家庭に郵送します。 

  ・チラシは 1 月末の全戸配布で、とりまとめ様式等は、2月中旬に自治会長に郵送します。 

  ・加入された方へは「加入者証」を 5 月上旬に郵送します。 

  ・加入とりまとめ経費として、自治会に 1 人当たり 80 円を 8 月中旬にお支払いします。 

 

１及び２の問い合わせ先  総務課情報防災室（電話 37-5862） 

 

資料 No.1-2 
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「こけないからだ体操」を続けて
　　　　　　　　　　　　　　　　元気に過ごしましょう!!

i-maeta
長方形

i-maeta
テキストボックス
【福祉課】資料No.●
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◆なにか特別なことをする人ではありません。認知症 

について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や 

家族に対して温かい目で見守っていただく、地域の 

「応援者」です。 

◆認知症に関する基礎知識の習得、認知症の人に接するときの心構え、 

家族への支援のあり方、認知症予防など、1時間～1時間 30分程度 

の講座を受けていただきます。 

 

 

 

◆地域包括支援センターへお申込みください。 

◆会場や日時の設定は、集まりやすい場所、時間などを相談のうえ、 

決めさせていただきます。 

 

【お問合せ・申込先】 

北栄町地域包括支援センター 

北栄町由良宿 423番地 1（北栄町役場大栄庁舎内） 

     電話 ３７－５８５０  ＦＡＸ ３７－５３３９ 

北栄町では 75歳以上の 5人に 1人が認知症と診断されています。 

認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けるためには、 

地域全体で認知症について正しく理解していくことが重要です。 

i-maeta
長方形

i-maeta
タイプライターテキスト
【福祉課】資料No.●
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空き家情報バンクに利用する自治会情報の提供について 

 

（移住・定住担当からのお願い） 

 

 

町では、空き家の利活用、移住定住者の増加を推進するため、町ホームページ内で「空

き家情報バンク」を運営しており、物件情報に併せて自治会情報を提供することで、移

住後のイメージを持ちやすくし、定住に繋げていきたいと考えています。 

 ついては、空き家情報バンクに新規登録があった際、その登録物件が属する自治会長

様に自治会情報の聞き取りを行いますので、その際は情報提供のご協力よろしくお願い

します。 

※公開の同意を得られた自治会（内容）のみ公開します。 

 

 

＜北栄町空き家情報バンクとは＞ 

 町内に所在する空き家情報を町ホームページ内で公開し、空き家利用希望者に紹介し

ています。 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

  

【担当】 

観光交流課 交流推進室 移住・定住担当  

小林・新木・丸木 

電話 37-3158 

【観光交流課】資料 No.● 
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※移住者に向けての情報提供をお願いします。

〇〇自治会                         　　　

世帯数 世帯 人口 人

小学生未満 人 中学生数 人

小学生数 人 高校生数 人

自治会長任期 年間 自治会費 円／年

班費 円／年 班数 班

可燃ごみ 曜日

その他

公園 トイレの有無

神社 神社費 円／年

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月 総事（草刈）

スポーツ大会

【記入例】
■その他
　自治会所有林での山菜取り可能
　各部（総務部、産業部、体育部、厚生部あり）任期1年
■自治会長からのコメント
空き家に入居される場合、自治会への加入をお願いします。
近隣自治会員との付き合いを円滑にするため。　　など
--------------------------------------------------------

　　　曜日　　時～　　曜日　　時までの間持込可能

令和　年　　月　　日現在

自治会総会

総事（草刈）

クリーン作戦

運動会

自治会活動

自治会情報の聞き取り内容（例）
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　各ごみ収集所において、収集用のネットやコンテナへの入れ間違いがよくあります。

間違ったネット・コンテナに入っていたり、混在している場合は収集されず取り残しとなります。

間違えやすい再生資源等について、正しい出し方を確認しましょう。

  ※分別の詳細については、各家庭に配布している冊子「ごみの区分と出し方」や町ホームページ等でご確

　　　認ください。

〇緑のネットに入れるもの

ペットボトル

※ラベルとキャップを外し、洗って出してください。

汚れているものは回収できません。

きれいなものはペットボトルとして

再利用が可能になります。

〇青のネットに入れるもの

発泡スチロール・白色トレー

※汚れているものは回収できません。

原則、白色トレーのみの回収します。

〇黄色のコンテナに入れるもの

スプレー缶

※使い切ってから、風通しの良いところで穴を

開けて出してください。

缶が錆びていても、スプレー缶専用の

黄色いコンテナに出してください。

間違えやすい再生資源等の分別について

北栄町ホームぺージにも掲載しています⇒

matsubara
テキストボックス
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〇緑のコンテナに入れるもの

小型家電

※青のコンテナ（不燃ごみ）に出されている

ことがあります。

〇赤のコンテナに入れるもの

有害ごみ

※「乾電池」「蛍光管」「充電池一体型製品」

それぞれを分けて出してください。

各ごみ収集所に補助標識を配布しています

ので、ご活用ください。

※充電池が外せる場合、外した製品は小型家電として緑のコンテナに出してください。充電池は収集で

きませんので、家電量販店等リサイクル協力店で引き取ってもらいましょう。

〇布団・カーペット類、綿の入った衣類、下着類

　再生資源の日ではなく、ごみ袋に入るものは可燃ごみの日に、入らないものは可燃性粗大ごみの日に

出してください。

　町リサイクルステーション（大栄農村環境改善センター南側、旧北条庁舎消防車庫横）には出せません。

〇水銀使用製品（体温計、温度計、血圧計など）

　ごみ収集所では収集できません。大栄庁舎環境エネルギー課又は北条支所総合窓口へ割れないよう

箱等に入れてご持参ください。

〇傘

　傘の骨と布地に分解して、

骨部分は「不燃ごみ」、布地（ビニール）部分

は「可燃ごみ」で出してください。

　その他の不明な分別については環境エネルギー課までお問い合わせください。　TEL　0858-37-3116

温度表示部分が銀色のもの

補助標識

「不燃ごみ」

「可燃ごみ」
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●軟質プラスチックとは

これまで可燃ごみとして出していたハサミで切れる程度の硬さ・薄さのプラスチック類です。

●分別収集の目的

・軟質プラスチックを資源として再利用

・ごみの減量化

●出すときの注意点

・必ず、専用の回収ボックスへ入れてください。

・回収の対象は、家庭から出る軟質プラスチックです。

・汚れのあるものは、洗って水気を切り、きれいな状態で出してください。

　汚れが落ちにくい場合は、「可燃ごみ」で出してください。

※汚れているものは、においが発生し周囲の環境を悪くします。

　ルールが守られない場合は回収を中止する場合があります。

・軟質プラスチック以外のものを出さないでください。

・回収は原則１日２回行いますが、回収ボックスがいっぱいの場合は、

　持ち帰っていただき、次の機会に出してください。

・回収ボックスに入れる時は持参した袋から出して入れてください。

・一度に大量に出さず、なるべくこまめに出してください。

●回収場所・時間　※回収場所によって時間が異なります。

【問合せ先】 北栄町役場　環境エネルギー課　生活環境室

電　話：0858-37-3116

メール：kankyou@e-hokuei.net

軟質プラスチックの
　　　　　　拠点回収を始めました！

お店の協力で軟質プラスチックを回収することができます。
「きれいに」を意識して、ごみを減らしましょう！

（詳しくは次のページをご覧ください）

⇐このマークが目印です

専用の回収ボックス（例）⇒

matsubara
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※ペットボトル、発泡スチロール製白色トレーはこれまでどおり、ごみ収集所（再生資源の日）

やリサイクルステーションに出してください。

軟質プラスチック類の分け方・出し方

お菓子、パン等の包装類 納豆等の容器類

カップめん容器

弁当・総菜等の容器類 ペットボトルラベル

たまごパック

◎回収ボックスへ入れてください

×プラスチック製品ですが、回収できません

きれいな状態で出してください！
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 北栄町では、通学路安全対策推進協議会を設置し、毎年度通学路の危険箇所を関係

機関で点検、環境の整備等を行っているところです。 

一方で、通学路の安全確保には、地域の皆様のご協力も必要です。 

危険箇所の自治会内での情報共有、通学時間帯の見守り活動への 

ご参加についてご協力をお願いします。 

 今年度の点検結果は裏面のとおりです。詳細および過去報告分に 

関する今年度の整備終了箇所等は町 HPでご確認いただけます。    （北栄町 HP） 

 

●通学路危険箇所の点検・回答までの流れ 
※通学路についての要望は 1月の自治会要望ではなく、各地区のこども会を通して 

以下の流れで報告をお願いします。 

時 期 内  容 流  れ 

情

報

集

約 

２～３月 通学路の安全点検実施依頼 教委→学校→こども会長 

３～４月 こども会長が情報を集約 
自治会→こども会長 

保護者→こども会長 

対

策

検

討 

５～６月 危険箇所について報告 こども会長→学校→教委→県 

８月 合同点検 
（関係機関）学校、警察、県、総務

課・地域整備課・教委 

１０月 協議会の開催 （関係機関）上記に加えてＰＴＡ 

回

答 

１２月～ 点検結果の回答 教委→学校→こども会長 

１月 自治会長会にて情報共有  

随時 報告箇所の整備等 （工事等は計画含め数年かかる箇所もあります） 

 

 

●通学路見守りボランティアについて 
地域の方々に児童・生徒の登下校時の安全にご協

力いただくしくみです。登録いただきますと、見守り

用ビブスを交付します。以下のような見守り活動の際

に、ご活用ください。 

 

 

 

ご登録いただける団体・個人の方は教育総務課へご連絡ください。 
 

 

○ウォーキングをしながら、通学路をパトロールする 

○子どもの通学時間にあわせて、ゴミ出しをする、玄関先に出て見守る 

○学校の周辺や通学路コースを見回りながら、買い物に行く   など 

【教育総務課】資料 No.● 

【問合わせ先】北栄町教育委員会事務局 教育総務課 ☎0858-37-5870 

できるときにできることから！ 

通学路危険箇所の点検結果と通学路見守りボランティアの登録について 
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おはよう

いって
らっしゃい おはよう

ございます

地
域
に
広
げ
よ
う

　

  
あ
い
さ
つ
の
輪

地域の安心・安全につながる

©青山剛昌／小学館

青少年育成北栄町民会議（生涯学習課内）
電話：37-5871   FAX：37-3242
Mail：manabi@e-hokuei.net

問い合わせ先

※推進自治会には、

　のぼり旗、ベスト、タスキなど啓発グッズを進呈します。

「取組んでみたい！」という自治会がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

メリット

★お互いの顔がわかる

★コミュニケーションのきっかけになる

★不審者が入りにくい地域になる

★子どもたちが安心して登校できる

何をすればいいの？？

例えば…

★登下校の子ども達の見守りやあいさつ

★のぼり旗を掲げる

★放送で啓発をする

あいさつ運動推進自治会 募集中！

約７割
の自治

会が

活動中
！

特に決まりはありません

各自治会ができる

ことから取組めばＯＫ！

すぐに取組めるよ！

fukushima
テキストボックス
令和7年度 あいさつ運動強調期間(予定）【第1回】令和７年 ５月26日(月)～30日(金)【第2回】令和７年10月20日(月)～24日(金)一緒に取組みましょう♪

shishido
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